　　　年　　月　　日
情報システム統括部長　殿
インターネット接続願

＊申請者は学習院の専任教職員であり、直筆または押印のこと
＊申請から手続きの完了までには１週間ほどかかります
	申 請 者
	　　　　　　　　　　　　印
	職 名
	

	所    属
	学部               学科

	内  線
	

	利 用 者
	申請者と異なる場合に記入してください。
        
	利用者
所属・職名
	

	利用者名
アルファベット
	First/Given(名)
	Last/Family(姓)

	
	
	　Please print.

	
接続機器

	パソコン等の名称


	
	該当機器のためにすでにIPアドレスが割り当てられている場合は，そのIPアドレスまたはホスト名


	設置場所
複数の建物で使用する場合はすべて記入
	
号館       階        号室（部屋の名称                 　　          ）
※理学部の場合は研究室名を記入してください


	DHCP
の利用
	不要
必要
	○で囲んでください
必要な場合はMACアドレスを記入してください
□□□□-□□□□-□□□□

	IPアドレス
の通知先
	学習院メールアドレス
                               @gakushuin.ac.jp

	付記事項
	

利用期限：　　　　年　　　月　　　日まで

	ウイルス
対策ソフト
	ソフト名：
ウイルス定義ファイルの更新日：
※インストールされていない場合、またはソフトが不明な場合はご相談下さい。

	情報システム統括部使用欄（記入しないでください）






· IPアドレスが不要になったときは、情報システム統括部にご連絡ください。
· 

インターネット接続願記入方法 
申請者
申請者は学習院の専任教職員でなければなりません。直筆しない時は押印してください。申請者と利用者が異なる場合は，利用者名および所属について記入してください。
所属
学部･学科等を記入してください。
接続機器
ネットワークに接続する機器の品名等を記入してください。
その機器を導入後，初めて｢インターネット接続願｣を提出するときは，｢IPアドレスまたはホスト名｣の欄を記入する必要はありません。
その機器のために以前に｢インターネット接続願｣を提出したことがあり，すでにIPアドレスが割り当てられている場合は，そのIPアドレスまたはホスト名を記入してください。
設置場所
該当機器を設置する建物を記入してください。複数の建物で使用する場合はそのすべてを記入してください。部屋の名称欄には，院生室や共同研究室などの名称，理学部の場合は研究室名を記入してください。
DHCPの利用
該当機器を持ち歩かない場合はDHCPを利用する必要はありません(MACアドレスの記入も不要です)。複数の建物で使用する場合はDHCPを利用できると便利です。詳細は下をご覧ください。
IPアドレスの通知先
IPアドレス等の情報については，学習院で登録されているメールアドレスにお知らせします。使用者の学習院のメールアドレスを記入してください。
付記事項
何か付記事項があるときは記入してください。専任教職員以外は、必ず利用期限を記入して下さい。
ウイルス対策ソフト
インストールされていない場合、原則有料のウイルス対策ソフトのインストールをお願いいたします。
また、ソフトが不明な場合はご相談下さい。

●コンピュータとネットワークの利用ルール
＜利用者の責任＞
アカウントは本人のみが利用し、第三者への貸与・共有を禁止します。
パスワードは推測されやすいものを使用しないでください。
利用が不要となった場合は、速やかに利用停止の申請を行ってください。
＜遵守事項＞
本院の情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ関連規程を遵守してください。
不正アクセスや情報漏えいにつながる行為を禁止します。故意又は過失により情報資産を漏洩した場合は、規程に則り処分されることがあります。
情報漏えい等が発覚（もしくはその恐れも含む）した場合は、速やかにICTサポートまで報告してください。
＜違反時の対応＞
違反が確認された場合、アカウントの利用停止やその他必要な措置を講じることがあります。
重大な違反については、損害賠償請求など法的措置を含む対応を行うことがあります。
また規約に違反した場合は、規程に則り処分されることがあります。

ＤＨＣＰとは？
パソコンをインターネットに接続するには、各々のパソコンにIPアドレスを設定する必要があります。そして学習院では原則として建物ごとにIPアドレスの体系が異なります。すなわち、同一パソコンであろうと建物ごとに異なるIPアドレスを設定する必要があります。このことはパソコンを持ち歩いて使用する場合は注意が必要です。申請した同一建物内はパソコンを移動させてもインターネットに接続することができますが、異なる建物に移動させるとインターネットに接続することはできません。
複数の建物を持ち歩くには1台のパソコンに建物ごとのIPアドレスを用意しておき、建物を移動するごとにパソコンの設定を変更することになります。
しかし、DHCPを設定するとその都度設定変更することなくパソコンを持ち歩くことが可能になります。ただしDHCPを利用するためにはパソコンのLANカードのMACアドレス(機械に埋め込まれている固有の番号)を登録する必要があります。
DHCPの利用方法やMACアドレスの取得方法については、ICTサポートまでお問い合わせください。

情報システム統括部(2026.4.1修正)
